
運行事業協定の組み立てについて 

 

 

 

 

○基本的な事項  

 ・運行事業協定の枠組み 

   ・ＢＲＴの運行に関する事項 

   ・バス路線再編に関する事項 

など 

○整備に関する事項 

   ・ＢＲＴ車両 

     （連節バス及び一般バスに関する事項） 

   ・ＢＲＴ駅 

     （新たに整備する駅，また既存のバス停の集約などに関する事項） 

   ・交通結節点 

     （交通結節点の整備や機能に関する事項） 

   ・車両基地 

     （用地や建屋，備える備品などに関する事項） 

   ・情報案内システム 

     （案内表示板の設置やシステム整備に関する事項） 

                            など 

○運営に関する事項 

   ・ＢＲＴの運行・運営 

     （ＢＲＴのダイヤ設定や運賃などに関する事項） 

   ・施設の維持・管理 

     （維持管理に関する事項） 

   ・ＢＲＴの経営とそれに関するモニタリングのあり方 

     （チェックの方法・体制に関する事項） 

                            など 

○バス路線再編 

    （郊外路線などの運行に関する事項） 

 （仮称）運行事業協定 
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